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別 紙

地域環境有識者の意見

【植 物】

本地区は、吉野川と旧吉野川にはさまれた平地で、水路もコンクリートの三面張りとなっており、宅地化など

人為的改変の多い場所である。

配慮を要する種としては、「現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行

する可能性のある種」である準絶滅危惧のコイヌガラシが散在する。本事業で一部消失するものの、個体数も多

く特に配慮は必要ではないであろう。

この植物は、定期的な攪乱が行われる耕作地のような場所を好んで生育するものであり、宅地化などの非耕作

地では存続できない。したがって、本事業のような農業基盤の整備を行い、継続した耕作が行われるようにする

ことは、この植物にとっても良いことである。

【魚介類】

配慮対象種は、地区の代表的な魚類であり重要種に該当するミナミメダカ、シマヒレヨシノボリの生息環境な

らびに、回遊性生物で可食種でもあるモクズガニの遡上可能な環境とする。

パイプライン化による用排水の完全な分離、また、圃場および周辺水路の乾燥化が進行することが考えられる。

圃場周辺の乾燥化に対して、水生生物の地域個体群の保全のために、非灌漑期における水域の規模・箇所数を

できるだけ多く確保する。

整備・補修される排水路は、灌漑期に魚介類が利用出来るよう水路管の移動を出来るだけ妨げない構造とする。

また、流れの多様さを確保するため、水路の部分拡幅、泥溜まり（掘り下げ）、水路底の素掘り区間を施すなど、

流れの阻害とならない範囲で、土砂堆積や水生植物の定着を促す構造を設ける。また、安全上問題の無い場所（暗

渠や橋の直下）で深みを作り、夏場の水温上昇の抑制や、非灌漑期の水域を確保する。

さらに、減水時、洪水時など流況の異常時に避難場所となる水域の確保、例として幹線水路の冬季流量維持や

水路と繋がる周辺河川との連続性確保、保護湿地や調整池の整備などにより藍住地区を含む旧吉野川、正法寺川

周辺地域での一体的な配慮検討を行う必要がある。

藍住地区水路水源の正法寺川の水量が、周辺排水で賄われていることもあり、元来水質にはあまり恵まれてお

らず、水生生物の生息環境は良好とはいいがたい。また、公共下水道事業により排水が正法寺川に還流する量が

減少すると水質悪化が進行する恐れがある。このため、農地周辺の水環境を良好なものとするには、官民一体と

なっての取り組みが必要である。
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５．一般農道整備事業
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事 業 名 一般農道整備事業 地 区 名 伊沢中央２期 

事業主体 徳 島 県 関係市町村 阿波市 

事 

業 

概 

要 

(事業目的) 

 本地区は、阿波市阿波町の阿讃山脈の南斜面に続く丘陵地に位置している。 

受益農地では稲作のほか野菜の栽培が盛んに行われ、特に県内有数のナスの産地としての地位を

確立しており、「とくしまブランド特産品」として主に京阪神市場へ向けて出荷されている。 

 しかし、地区内の道路は未整備で幅員狭小なため、通作や作物の搬出、農業資材の搬送等に小型車

両の使用を強いられ、営農の合理化を図る上で大きな支障となっている。 

 このため、本事業で地域の幹線的な農道を整備することにより、営農の省力化を図り、地域の農業

経営の合理化に資する。 

 

受益面積   188 ha 

主要工事   農道整備 500 ｍ（全幅員 5.0 ｍ、車道幅員 4.0 ｍ） 

総事業費   110百万円 

工  期   平成29年度～平成33年度（5ヶ年） 

負担区分   国 50%，県 25%，阿波市 25% 

地 
 
 
 
 
 
 
 

域 
 
 
 
 
 
 
 

環 
 
 
 
 
 
 
 

境 
 

（活用資料名）   

徳島ビオトーププラン第２版(2003)、環境省レッドリスト2015、徳島県版レッドリスト改訂版(2014) 、
徳島県田園環境配慮マニュアル(2004)、徳島県田園環境配慮マニュアル参考資料 第2版(2007) 

（調査手法） 

植 物 文献調査、現地調査 秋季:平成28年10月26日 

 

地 

域 

環 

境 

の 

概 

要 

(基礎的環境条件) 

  本地域は吉野川北岸の中流域に位置し、年平均気温16.3℃、年間降水量1,677mmの温暖な気

候帯に属する。受益農地は、阿讃山脈から吉野川に流れる伊沢谷川の東西に分布しており、

標高60～100mの傾斜地に広がっている。 また、吉野川北岸の沖積地帯であり、施肥改善土壌

類型は63 灰褐色土壌 壌土ﾏﾝｶﾞﾝ型に分類される。 

(生物の生息・生育状況) 

 本地区において、予備調査を実施し、事業による環境影響の概定を行った結果、地区内で

工事により影響を受ける水域がないことから魚介類調査は実施せず、植物調査を行った。 

植物調査の結果より、確認されたシダ植物以上の維管束植物は、秋季調査で52科152種（変
種も含む）であった。生育状況は、堤防沿いではヨモギ、メドハギ、カラムシ、オヒシバ等の
路傍雑草やアキニレ、エノキ、ネムノキ、センダン等の樹木、ヤブガラシ、アオツヅラフジ、
ヘクソカズラ、ツルウメモドキ等のつる植物が生育している。 

隣接の水田内ではヒロハスズメノトウガラシ、イヌホタルイ、トキンソウ、タマガヤツリ

等の水田雑草が生育している。 

希少種に該当するものは「イヌハギ」の一種類であった。生育状況は、伊沢谷川の堤防道

路沿いの13箇所で、計27個体が確認されている。 

また、「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」に基づき指定されて

いる「アレチウリ」一種が確認された。 

（地域環境と農業との関係） 

農業が環境に影響を与える要因として、農薬（除草剤）、肥料（家畜の糞尿等）が考えら

れる。水路内の水は、原水の水質が良いこともあり、透明度が高く、外観上汚染は見られな

い。傾斜地であるため、農業排水及び生活排水の滞留による富栄養化現象も発生していない

。また、地域周辺のため池についても同様の水環境である。 
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住 

民 

の 

意 

向
（
ア
ン
ケ
ー
ト
） 

（受益農家） 

アンケート調査により以下のような意向が抽出された。 

・将来的に吉野川沿いの田園里山地域の美しい風景やそこに生息する生物の生息環境（自然）を残し

ていきたい。(ホタルが乱舞する川や風景、きれいでおいしい水と空気) 

・環境保全のために、農地においては耕作放棄地の解消や有効利用を行い管理していく。河川の環境

を保全し、生物の生息環境を保全していく必要がある。 

・景観づくりのために、田園景観の保全、道路や河川の緑化整備を行う。地域ぐるみで環境保全活動

を行う。 

 

 

（地域住民） 

アンケート調査により以下のような意向が抽出された。 

・将来的に吉野川やその支川の美しい風景や多様な生物の生息環境（自然）を残していきたい。 

(ホタルが乱舞する川や風景、きれいでおいしい水と空気) 

・環境保全のために、農地においては耕作放棄地の解消や有効利用を行う。地域の河川や水路の水質

を保全し、多様な生物の生息環境を保全していく必要がある。 

・景観づくりのために、田園景観を保全、道路や河川の緑化整備を行う。地域ぐるみで環境保全活動

を行う。 

 

 

（地元合意の内容） 

アンケート調査での受益農家と地域住民の共通見解を下記のとおり整理する。 

・吉野川沿いの田園里山地域の美しい風景や多様な生物の生息環境（自然）の保全 

・環境保全のために、農地においては耕作放棄地の解消や有効利用を行う。地域の河川や水路の水質

を保全し、多様な生物の生息環境を保全していく必要がある。 

・景観づくりのために、田園景観の保全、道路や河川の緑化整備を行う。地域ぐるみで環境保全活動

を行っていく必要がある。 

 

環 
 
 

境 
 
 

配 
 
 

慮 

環 

境 

配 

慮 

の 

検 

討 

（上位計画との関係） 

上位計画を「徳島ビオトーププラン」とし、上位計画に沿った環境配慮に努めることとする。

本地域は、同プランにおける地域類型別指針で田園里山地域に区分されており、伝統的な農業や

農村の生活に育まれてきたビオトープを保全、復元する。 
本事業によりダメージを受けた路線周辺の植生を植栽等によって修復したり、小動物の移動に

おいて、道路の存在･供用による移動阻害の影響を軽減する等の配慮が必要である。 

（地域環境のあるべき姿） 

本地域は、吉野川と伊沢谷川、大久保谷川の水を利用した稲作地帯であり、水田、水路及び

ため池を基盤とした生態系が成立している。事業実施にあたっては、生態系及び景観の保全に

留意し、できる限りその影響を小さいものとしていく。 

（整備による環境への影響） 

本事業は農道整備であり、道路の新設、拡幅により、路線周辺の植生にダメージを与えたり

、小動物の移動において、道路の存在･供用による移動阻害の影響を与える。これまでの生物

の生息空間が大幅に改変され、そこに生息する生物が減少する可能性がある。 

 一方で本事業による整備により、農畜産物輸送の効率化が図られ、農業経営の合理化により、

農地の有効利用が図られ、耕作放棄地が減少すると考えられる。 
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    環境配慮対象と配慮対策 

 

配慮対象 
希少植物 

(イヌハギ) 

在来植生 

（ﾖﾓｷﾞ､ﾒﾄﾞﾊｷﾞ､ｶﾗﾑｼ､ｵﾋｼﾊﾞ等） 

 

配慮目標 希少な植物及び生育環境の保全 在来植生の保全 

環境５原則で

の検討 

①回避 

②最小化 

③修正 

④軽減／消失 

⑤代償 

④軽減／消失 

・「イヌハギ」の生育地への影響を軽減する

。 

 

⑤代償 

・「イヌハギ」の個体と種子の保全。 

③修正 

・在来植生により農道の法面緑化を行う。 

 

④軽減／消失 

・工事の際、在来植生への影響を軽減する。 

配慮対策 

④軽減／消失 

・「イヌハギ」の個体を生育地の土壌ととも

に工事の影響外へ移動し、工事後に戻す。 

 

⑤代償 

・「イヌハギ」の個体と種子を採取し、工事

の影響のない類似の環境へ移植及び播種す

る。 

 

 

※ 工事段階での対策 

・特定外来植物への対策 

施工範囲に存在する特定外来植物「アレチウ

リ」に対して、個体や種子が周辺に散逸しな

いように注意を払い、周辺土壌の搬出を行わ

ないように留意する。 

③修正 

・工事によってダメージを受けた路線周辺の

植生や、新設農道の法面を、在来種により緑

化を行い自然植生の回復を図る。 

 

④軽減／消失 

・工事の際、濁水の流下、建設機械からの油

流失、飛散に注意する。 
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環 
 

境 
 

配 
 

慮 

環 
 

境 
 

配 
 

慮 
 

対 
 

策 

（ 

段 

階 

別 

） 

(計画上の配慮)    

・事業計画を策定するにあたって、文献と現地における事前調査と生物の基礎調査を実施

し、地区の環境及び植物の生育状況について把握した。同時に生物の専門家より助言・

指導を受け、保全対象及び保全目標を設定し設計に反映させる。 

(設計上の配慮) 

・工事による改変が極力小さい工法の検討、また、搬入する盛土材の量は最小限とし、極

力近隣からの搬入を検討する。 

・新設道路の法面は、植栽方法を検討して在来種による緑化を行うか、周辺からの種子供

給による自然植生の回復を図るかを検討する。 

(施工上の配慮) 

・低公害型の作業機械の使用と重機からの油類の流出、飛散に注意し、周辺の植物への影

響を軽減する。 

・希少植物「イヌハギ」の生育地の土壌を工事の影響のないところに移動しておき、工事

後戻すこととする。または、個体と種子を採取し、工事の影響のない類似環境の場所へ

移植及び播種する。 

・特定外来植物「アレチウリ」の拡散防止のために、個体及び周辺土壌を地区外へ移動し

ない。 

(維持管理上の配慮) 

・地域住民の協力を得ながら、必要に応じて施工後の調査を行い、環境配慮対策の効果を

確認する。 

・供用開始後、農道管理者（阿波市）や地元（受益者）の協力を得ながら、特定外来生物

等の植物が侵入・繁茂しないよう注意を促す。 

環 
 

境 
 

配 
 

慮 
 

の 
 

評 
 

価 
地 

域 

環 

境 

有 

識 

者 

の 

意 

見 
（助言・指導内容） 

【植 物】 

本地区は伊沢谷川の堤防近くの道路沿いである。ヨモギやメドハギなどの草本やアキニレや

エノキなどの木本が繁茂している。 

配慮すべき植物としては、環境省の 絶滅危惧Ⅱ類（VU）、徳島県の 絶滅危惧 IB 類（EN）

である「イヌハギ」が生育している。ただし、分布は工事範囲外がほとんどであり影響は少な

い。 

この「イヌハギ」はやや乾いた日当たりの良い場所に生育するので、工事後も定期的な草刈

りを行っていれば周辺に生育する種子が飛んできて個体数が増える可能性がある。工事後の管

理方法なども見据えて工事計画を立てていただきたい。 

(助言・指導者) 

植物専門家： 小川 誠 

徳島県立博物館 自然課 上席学芸員 

 

 (詳細調査の必要性) 

今後、春季の植物調査を実施する予定。 

 

 


